
容リ法の定義と適用範囲
〈第２回〉　　

「
家
庭
系
ご
み
」が

リ
サ
イ
ク
ル
対
象
に

特
定
分
別
基
準
適
合
物

に
再
商
品
化
義
務
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①
容
器
包
装
リ
サ

イ
ク
ル
法
お
よ
び

関
連
法
令
集

②
容
リ
法
の
対

象
と
な
る「
容
器
」

「
包
装
」、
素
材

　
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法

（
容
リ
法
）
の
対
象
と
な
る

容
器
包
装
が
家
庭
か
ら
排
出

さ
れ
た
ご
み
、
い
わ
ゆ
る

「
家
庭
系
ご
み
」
で
あ
る
こ

と
は
、
容
リ
法
を
耳
に
し
た

こ
と
が
あ
る
方
で
あ
れ
ば
ご

存
じ
の
方
も
多
い
と
思
わ
れ

ま
す
。
し
か
し
、
容
リ
法
の

条
文
に
「
家
庭
系
ご
み
」
と

い
う
用
語
は
一
切
登
場
し
ま

せ
ん
。

　
今
回
は
、
容
リ
法
第
２
条

の
定
義
に
触
れ
な
が
ら
、
容

リ
法
の
適
用
範
囲
が
な
ぜ

「
家
庭
系
ご
み
」
の
ガ
ラ
ス

び
ん
、
Ｐ
Ｅ
Ｔ
ボ
ト
ル
、
紙

製
容
器
包
装
、
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
製
容
器
包
装
な
の
か
に
つ

い
て
解
説
し
て
い
き
ま
す

（
第
２
条
に
つ
い
て
は
、
二

次
元
バ
ー
コ
ー
ド
①
参
照
）。

　
容
リ
法
に
お
け
る
容
器
包

装
と
は
、
「
商
品
の
容
器
及

び
包
装
で
あ
っ
て
、
当
該
商

品
が
費
消
さ
れ
、
ま
た
は
当

該
商
品
と
分
離
さ
れ
た
場
合

に
不
要
に
な
る
も
の
」
を
い

い
（
２
条
１
項
）
、
容
器
包

装
の
う
ち
、
産
業
廃
棄
物
以

外
の
一
般
廃
棄
物
で
あ
る
容

器
包
装
を
「
容
器
包
装
廃
棄

物
」
と
い
い
ま
す
（
２
条
４

項
）
。

　
一
般
廃
棄
物
は
通
常
、

「
家
庭
系
ご
み
」
「
事
業
系

ご
み
」
「
そ
の
他
」
に
分
類

さ
れ
（
下
図
参
照
）
、
市
町

村
が
定
め
た
処
理
計
画
の

下
、
処
理
さ
れ
ま
す
（
廃
掃

法
６
条
）
。
一
般
廃
棄
物
の

う
ち
、「
事
業
系
ご
み
」は
、

事
業
者
が
自
ら
処
理
す
る
こ

と
が
原
則
（
廃
掃
法
３
条
）

で
あ
り
、
「
そ
の
他
」
に
つ

い
て
も
、
廃
掃
法
で
処
理
方

法
が
別
途
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
市
町
村
が

処
理
す
べ
き
「
容
器
包
装
廃

棄
物
」は
、「
家
庭
系
ご
み
」

と
な
り
ま
す
。

　
そ
し
て
、
市
町
村
が
「
容

器
包
装
廃
棄
物
」に
つ
い
て
、

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
、
ガ
ラ
ス
、

紙
、
金
属
な
ど
の
材
質
に
応

じ
て
分
別
し
、
そ
れ
を
収
集

し
て
得
ら
れ
た
も
の
を
「
分

別
基
準
適
合
物
」
と
い
い
ま

す
（
２
条
６
項
）
。
「
分
別

基
準
適
合
物
」
と
な
る
容
器

包
装
は
８
種
類
あ
り
ま
す

（
二
次
元
バ
ー
コ
ー
ド
②
参

照
）
。

　
こ
の
う
ち
、ガ
ラ
ス
び
ん
、

Ｐ
Ｅ
Ｔ
ボ
ト
ル
、
紙
製
容
器

包
装
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容

器
包
装
の
４
種
類
に
つ
い
て

は
、
容
リ
法
制
定
当
時
、
こ

れ
ら
は
資
源
価
値
が
低
く
、

市
町
村
が
分
別
収
集
し
て
も

お
金
を
支
払
わ
な
い
と
リ
サ

イ
ク
ル
で
き
な
い
状
態
で
あ

っ
た
た
め
、
「
特
定
分
別
基

準
適
合
物
」
（
２
条
７
項
。

容
リ
法
施
行
規
則
４
条
）
と

し
て
定
め
る
こ
と
で
、
特
定

事
業
者
に
再
商
品
化
義
務
を

負
わ
せ
、
円
滑
な
リ
サ
イ
ク

ル
の
促
進
が
図
ら
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

　
次
回
は
、
基
本
方
針
等

（
３
条
か
ら
６
条
）
に
つ
い

て
解
説
し
て
い
き
ま
す
。


